
発議案第９号 

 

ガソリン等の暫定税率の廃止を求める意見書（案） 

 

ガソリン・軽油価格の高騰は、家計を圧迫するだけでなく、地域産業にも深い影を

落としている。特に地方においては、自動車は生活必需品となっており、人口比での

保有台数も多く、その分経済に及ぼす影響も甚大である。 

租税特別措置法及び地方税法には、ガソリンの平均小売価格が３か月連続で１６０

円／リットルを上回った場合、揮発油税・地方揮発油税と軽油引取税の当分の間の特

例税率（暫定税率）の適用を停止し、本則税率に戻すことができるいわゆる「トリガ

ー条項」が規定されているものの、平成２３年以降凍結されている。 

物価高から国民生活を守り、地域経済を回復させるため、経過的な措置として一定

の期間だけに限定し設定された暫定税率を一刻も早く廃止し、ガソリン・軽油価格の

引き下げを行うとともに、地方自治体の財政に悪影響を及ぼさないよう減収補填措置

を講じることを強く求める。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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